
平成 27 年３月

三 重 県

三重県災害廃棄物処理計画



三 重 県

三重県災害廃棄物処理計画 目 次

第１編 総則

第1章 基本的事項 1

第 1項 計画策定の趣旨 1

第 2項 本計画の位置づけと構成 3

第 3項 処理主体 4

第 4項 災害廃棄物処理における本県の特性 5

第 5項 対象とする災害と災害廃棄物 7

第 6項 災害廃棄物処理の基本方針 8

第 7項 災害廃棄物処理の流れ 9

第 8項 災害廃棄物処理実行計画の作成 13

第2章 組織体制・指揮命令系統 15

第 1項 災害対策本部（三重県地域防災計画） 15

第 2項 災害廃棄物対策本部 17

第 3項 災害廃棄物対策本部設置の留意事項 18

第3章 情報収集・連絡 19

第 1項 県災害対策本部との連絡及び収集する情報 19

第 2項 国、近隣他県等との連絡 20

第 3項 市町との連絡及び収集する情報 21

第 4項 情報伝達の手段 22

第 5項 県民等への啓発・広報 25

第4章 協力・支援体制 26

第 1項 市町等、都道府県及び国の協力・支援 26

第 2項 民間事業者の協力 27

第5章 教育訓練・人材育成等 29

第 1項 災害廃棄物処理を担う人事の育成 29

第 2項 災害廃棄物処理マネジメントシステム 29



三 重 県

第 2 編 災害廃棄物処理対策

第1章 全般的事項 31

第 1項 災害廃棄物処理の全体像 31

第 2項 災害廃棄物発生量の推計 37

第 3項 災害廃棄物の処理フロー 43

第 4項 仮置場 51

第 5項 環境対策 53

第2章 災害廃棄物処理基本対策 58

第 1項 し尿、生活ごみ処理 58

第 2項 災害廃棄物の発生量の把握 67

第 3項 災害廃棄物処理支援 70

第 4項 応援協定の適切な運用 82

第3章 災害廃棄物処理特別対策 83

第 1項 地域別対策（個別事項） 83

第 2項 事務委託、事務代替 90

第 3項 県の仮置場 91

第 4項 破砕選別施設 98

第 5項 仮設焼却炉 101

第 6項 津波堆積物等の処理 107

第 7項 処理困難廃棄物の処理 112

第 8項 取扱いに配慮が必要となる廃棄物の処理 118

第 9項 県外の広域処理調整 128

第 10項 全体の進捗管理 129

第 3 編 データ集

第 1項 廃棄物発生量に関わるデータ 133

第 2項 災害廃棄物処理フロー 143

第 3項 施設の位置と震度及び津波浸水域 160


	【県計画最終版】01表紙目次1.pdf
	【県計画最終版】01表紙目次2.pdf
	【県計画最終版】01表紙目次3.pdf

